
第3期事業計画期間伊賀市介護保険料試算表（平成18年度～平成20年度）   

平成18年度  （保険料は単位：円）  

所得投帽  基鼠砧に対する割合  年錆保険料   月右引呆旗国  

第1段階   0．50   24．000   2．000  

第2段階   0．50   24．000   2．000  

第3投脂   0．75   36－000   3．000   

激変綬章口1  0．66   31．680   2，640  

4  0．66   31，680   2．640  
段  0．83   39－840   3．320  
指  1．00   48，000   4．000   

滋変緩和1 0．75  36．000  3．000  

第  0。75   36．000   3．000  
5   

段  
0．91   43．680   3．640  

階   1．08   51．840   4．320  

第5段階 1．25   60．000   5∫000  

第6投階   1．50   72．000   6．000  

【保険料率の改正】  

第1段階17，100円  

第2段階 26，100円  

第3段階 36，000円  

第4段階 45，900円  

第5段階 54，900円  

第6段階  

∋ 24，000円  

⇒ 24，000円  

⇒ 36，000円  

⇒ 48，000円  

⇒ GO，000円   

72，000円   

平成19年度  （保険料は単位：円）  

所得段階  峯耳iかこ苅する割合  年毎保険半l   月舘保険料  

第1段階   0．50   24．000   2．000  

第2段階   0．50   24，000   2，000  

第3段階   0．75   36，000   3－000   

第  0．83   39，840   3．320  

4  0．83   39，84○   3－320  

段  0．91   43．680   3．640  
脂   
第4段脂  1．00   48，000   4．000   

激変緩和1  1，00   48，000   4．000  

買  1．00   48．000   4．000  

5   
段  

1．08   51．840   4．320  

脂  1．16   55，680   4，640  

買5段階 1，25   60．000   5，000  

第6段階   1．50   72．000   6．000   

平成20年度 ※平成20年度は激変緩和措置終了  

所得段階  基畏誠に対する苫一合  年張保枝村   月拝保険料   

講1投脂   0．50   24．000   2▲000   

諾2段階   0．50   24∫000   2．000   

第3段階   0．75   36，000   3－000   

第4段階   1．00   48．000   4，000   

第5段階   1．25   60．000   5．000   

第6段階   1．50   72，000   6．000   

㌔  



第一号被保険者の保険料  
保険料の算定にかかわる諸係数（総費用に対する第一号被保険者わ負担割合、財政安定化  
基金拠出金負担割合、後期高齢者補正係数、所得補正係数等）を考慮し、推計しました  

（基準客員×）  

段階  
保険料額（年額）  基準客引こ対する割合  

激変緩和措置   平成了8年度  平成79年度  平成20年度  平成18年度  平成用年鑑巨是こ。午怒 

生活保護受給者  
第1段階   老齢福祉年金受給者（住  24，000  24，000  24，000   

民税非課税世帯）  

課税年金収入額＋合計所  

第2段階   得扱が80万未満（住民  24，000  24，000  24，000  【三三≒∴・0．5d  
税非課税世帯）  

第2段階対象者以外の方  
第3段階   （住民税世帯非課税）  36，000  36，000  36，000  圭±0．75  ■■ 

税制改正に伴う「第1段階から の激変緩和措置の対象者」  31，680  39，840  
・・  

；：一昔ギ笹翫   

・1， 

仝：エ∴1二＃・ 

／ 

第4段階   
本人が住民税非課税  

±「 ／ 

シヽ・  

（世帯に課税者有り）  十＼、0．83  
、t′ 

＼   ＼－  
＼ 、 48，000  48，000  ヰざrβOC〉  二二＼1．00  1．00  1．00   

税制改正に伴う「第1段階から  
の激変緩和措置の対象者」   36，000．  48，00（）  0，75  十Ob   

税制改正に伴う「第2段階から  
本人が住民税課税  36，000  48，000  0，75  1．00  

第5段階  税制改正に伴う「第3段階から  
（所得額が200万円未満）  43，680  51，840  0、91．  1．08  

税制改正に伴う「第4段階から  
の激変緩和措置の対象者」   51，840  55，680  ．08  1．16  
・一－ －一－・－h   、 

、  ＼   60，000  60，000  ‘0000  1．25  1．25  1．25   

本人が住民税課税  
買6段階   （所得額が200万円以上）  

72，000  72，000  72，000   

／ 
計  ／ ／／  



（2）税制改正に伴う保険料激変への対応   

税制改正により平成18年度から、合計所得金額が125万円以下の場合に個人住民税が非  
課税とされていた高齢者の非課税限度接が廃止されます。また、公的年金等控除縫が140  
万円から120万円に引き下げられます。   
この税制改正により、収入額が以前と変わらないにもかかわらず、住民税が非課税から課  
税となることによって、介護保険料段階が1段階または2段階上がる場合があります。地方税  
法では平成†8年度から2年間の経過措置が講じられることから、介護保険においても同様に  
2年間、保険料を段階的に引き上げる激変緩和措置を講じます。  

平成18年度  平成19年康  平成20年度  

A保険料段階新第3段階相当  新第5段階  新第5段階  新第5段階   

保険料率 例えば0．75  ⇒  例えば0．91 ⇒  例えば1．08  ⇒  例えば1．25   

B保険料段階新第2段階相当  新第4段階  新第4段階  新第4段階   

保険料率  例えば0．5  ⇒  例えば0．66  ⇒  例えば0．83  ⇒   例えば1   

日保険料段階新第3段階相当  新第4段階  新買4段階  新第4段階   

保険料率 例えば0．75  ⇒  例えば0．83  ⇒  例えば0．91 ⇒  例えば1  

（基準額×）  

〆唐   


